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令和８年度津市木材利用促進事業補助金募集要項 

 

令和８年度津市木材利用促進事業補助金の交付を希望する人を津市補助金等交付規則（平成

１８年１月１日規則第４４号）及び津市木材利用促進事業補助金交付要綱（平成２６年３月 

３１日訓第２１号）並びに本募集要項に基づき募集します。 

 

１ 趣旨 

  津市における木材の需要拡大及び利用の促進を図るため、地域産材を使用して、津市内で

新たに個人住宅を建築（リフォームは除く）しようとする人に対し、予算の範囲内で補助金

を交付します。 

 

２ 用語の定義 

⑴ 地域産材   

津市内の森林から産出された木材で、三重県内の製材業者等の産地証明書が交付される

木材をいいます。 

⑵ 三重県内の製材業者等 

  三重県内に事務所若しくは製材所等を有する業者をいいます。 

⑶ 主要部材 

土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、梁、桁、筋かい、小屋束、棟木、母屋、及び垂

木をいいます。 

⑷ 在来軸組工法 

木造建築物の工法で、木材を使用した土台と柱と梁などで建物を組み立てる工法をいい

ます。 

 

３ 補助金の交付対象者 

本補助金は、本市の区域内で新たに自ら居住する個人住宅の建築（建替えを含む。以下同

じ。）を行う人で、主要部材に要する費用を対象に交付します。 

なお、次の各号に掲げる条件の全てに該当しなければなりません。 

 ⑴ 市税を滞納していない人であること。 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員と関係を有する者でないこと。 

 

４ 補助金の交付対象建築物 

本補助金の交付の対象となる個人住宅は、次の各号のいずれにも該当することとします。 

⑴ 本市の区域内で建築すること。 

⑵ 申請者自らが居住するものであること。 
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⑶ 主要部材に地域産材を材積の６０パーセント以上又は１２立方メートル以上使用してい 

ること。 

⑷ 建築する個人住宅が店舗併用住宅の場合は、居住部分が延べ床面積の２分の１以上であ 

ること。 

⑸ 津市内に事務所を有する建築事業者と請負契約を締結すること。 

⑹ 在来軸組工法により建築される木造建築物であること。 

⑺ 補助金の交付決定後に着手し、当該年度内に棟上げまで完了する個人住宅であること。 

※ 着手とは、基礎工事に入る時点をいいます。 

⑻ 津市産の木材を三重県内の製材工場で製材した材を使用すること。 

    

５ 募集棟数 

本年度は、次のとおり募集します。 

 個人住宅  ３棟分 

 

６ 補助金の額 

 交付する補助金は次の額とします。 

 地域産材使用量１立方メートル当たり２５，０００円（上限３００，０００円） 

 

７ 募集期間・応募書類 

応募書類を農林水産政策課、林業振興室または各総合支所地域振興課まで提出してくださ

い。 

⑴ 募集期間  

募集棟数に達するまで 

※土・日曜日及び祝日を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付けます。 

⑵ 応募書類 

次の書類すべてを提出して下さい。 

ア 応募用紙 

イ 津市木材利用促進事業補助金交付申請書 

ウ 地域産材使用計画書 

エ 市税完納証明書 

オ 対象建築物の建築に係る契約書の写し又はこれに代わる書類の写し 

カ 対象建築物の位置図、平面図、矩計図及び建築面積計算表 

キ 建築予定地の写真 
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８ 留意事項 

次の各号に該当する場合は、補助金の交付を受けられないか、補助金の交付決定を取り消

すことになりますので、建築事業者と十分調整して下さい。 

⑴ 市外産の木材を使用した場合 

⑵ 県外の製材工場で製材した場合 

⑶ 交付決定する前に基礎工事に着手した場合 

 

９ 写真撮影、ホームページ等への掲載 

  交付決定後、建築中、建築後の写真を撮影し、市のホームページ等に登載しますので、予

めご了承下さい。 

 

１０ 選考方法 

募集棟数に達するまで先着順で随時応募を受け付けます。 

 

１１ 申請後に応募者が行っていただく手続き 

応募者には、応募時に提出を受けた補助金交付申請に基づき、補助金交付決定書を交付し

ます。また、併せて交付決定以後の実績報告書、補助金請求等の手続きについてご案内しま

す。 

 

１２ 問い合わせ先及び応募書類提出先 

  〒515-2603 津市白山町川口８９２ 津市役所白山庁舎２階 

  農林水産部 林業振興室 TEL ２６２－７０２５ FAX ２６４－１０００ 

              E-mail 262-7025@city.tsu.lg.jp  
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補助金交付までの流れ 

 

応募者             津 市 

  

                        

               

         

                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集開始 

応   募 

審  査 

補助金交付決定書通知 

棟上げ 

補助事業実績報告 

現場確認 

補助金交付確定書交付 

補助金請求書 

補助金支払 

着  手 
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令和 8年度津市木材利用促進事業補助金応募用紙 

 

  年  月  日 

 

 津市長 あて 

                       （〒       ） 
住 所             

応募者 氏 名            ㊞  
 
 
 
 

電 話             

 令和 8 年度津市木材利用促進事業補助金の交付を受けたく、必要書類を添えて下記のとおり

応募します。 

記 

１ 予定建築物の概要 

建築予定地 津市    

応募の種類 個人住宅 ・ 併用住宅（居住割合    ） 

敷地面積等 敷地面積    ㎡、建築面積    ㎡、延床面積   ㎡ 

予定材積量 主要部材率    ％、材積      ㎥ 

棟上げ予定日   年  月  日 

２ 添付書類 

⑴ 応募用紙 

⑵ 津市木材利用促進事業補助金交付申請書 

⑶ 地域産材使用計画書 

⑷ 市税完納証明書 

⑸ 対象建築物の建築に係る契約書の写し又はこれに代わる書類の写し 

⑹ 対象建築物の位置図、平面図、矩計図及び建築面積計算表 

⑺ 建築予定箇所の写真 

※ 提出前に書類がすべて整っているか確認して下さい。 

 

 

 

受付印 

 

 

 

 

法人その他の団体にあっては、主た

る事務所又は事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名 


